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園庭の木々も綺麗な花を咲かせ、爽やかな風を感じられる季節となってきま

した。４月は新型コロナウイルスの影響により思うように運営できず、自粛の

日々であり、国全体としても今が我慢の時だと思います。今後、動きも変化が

出てくると思いますで、その際はホームページ等でお知らせします。 

 

☆喫茶店の利用について☆ 

５月は休業になります。再開となりましたら、おたよりやホームページに掲載いたし

ますので、その際にはぜひお越しください！ 

♪営業日♪ … 火曜日～金曜日 10:30～16:30（ラストオーダー16:00） 

 

♪ご利用方法♪ … 保育園のインターホンを押し、「喫茶店に来ました」とお話し下

さい。職員がご案内致します。 

また、電話で席の予約をすることができますので、来店する日

や時間がお決まりの時はぜひお電話下さい。 

※人数や集まりの内容に合わせて、パーティプランも承っています。お気軽にご相談下さい。  

※喫茶店がお休みの時でも育児相談は受付けていますので、いつでもご相談ください。 

 

～お気軽にご相談下さい～ 

    お子さんの成長や発達、育児の悩み、不安等があれば、お気軽にご相談下さ

い。保育園に来園された際はもちろん、お電話でも構いません。ご要望があれ

ば、ゆっくり時間をとることもできますので、お声掛け下さい。 

    育児相談受付時間・・・９：００～１８：００ 

☆園庭開放について☆ 

５月はコロナウイルスの影響の為、休業しています 

～再開となりましたら、おたよりやホームページに掲載いたします～ 

   保育園では園庭開放を行っています。滑り台や砂場、三輪車、虫探し等、様々

な遊びを楽しむことが出来ますよ！  

【開放時間】 ９：３０～1６：００ 

【注意事項】 ☆事前の申し込みは必要ありません。 

☆雨天時、園庭の状態が悪い時（水溜りなど）には園庭開放は行いません。

園庭開放を行っているかどうかはお電話で確認できます。 

☆園庭開放で遊んだ後に喫茶店でランチやお茶をすることもできますので、

ぜひお立ち寄り下さい。 

 

 

 

★キラキラデーについて★ ９：40～受付、 10：00開始  

５月のキラキラデーはコロナウイルスの関係で、開催を中止致します。 

▼電話での参加申し込みは、随時行っています。 

▼欠席する場合は、当日の朝９時までに保育園に連絡を下さい。 

▼保育園の駐車場は在園児の送迎専用ですので、駐車はご遠慮下さい。 

       〈♪６月のキラキラデー 紹介♪〉 

★５日（金）育児相談：暖かいこの時期に！トイレットトレーニングを始めよう 

育児講座：保育士が推薦する絵本・手遊び・ダンス特集 

         （１～３歳児） 

★1７日（水）誕生会に参加して、6 月生まれのお友達をお祝いしよう 

（対象年齢 0～５歳児、定員２０組） 

 

★ 



《 お問い合わせ 》 

長町自由の星保育園 仙台市太白区長町４－７－１５   

〈電話〉０２２―７４８－０３８３ 〈時間〉７：３０～１８：００   

 

 

 おうちじかん 

新型コロナウイルスの影響で、自粛の日々だと思います。なかなか外に出るこ

ともできず、家で何しようかと迷う日もあるかもしれません。そんな時だからこ

そ！おうちでも楽しく遊べる情報を紹介します！お子さんと一緒に作ってみて

はいかがですか？ 

＜準備物＞ 

☆画用紙（紙皿でも可） ☆ペン ☆はさみ  ☆洗濯ばさみ  

 

＜作り方＞ 

①動物や生き物（お子さんの好きなものなど） 

の輪郭を作る            ☆参考例→ 

紙皿など使うと切らずに顔が描けたりしますよ！ 

②お子さんとお絵かき✏ 

③洗濯ばさみを挟んで遊んでみましょう！ 

 

★どうぶつのひげに見立てたり、数を問題にして遊んでみたり、 

小さい子から大きい子まで遊べると思います！ぜひ、試してみてく

ださい！！ 

 

 

 

 

       

 

★一時預かり事業について★ 

断続的な保護者の就労や職業訓練等、または保護者の病気や介護等によ

り家庭での保育が困難となる児童を保育所で保育する制度です。 

【利用できる児童】 健康な生後５ヶ月以上の就学前の児童 

（0歳児は５ヶ月となった月の翌月 1日より利用可能となります。） 

【事業内容】 

・非定型保育 

    保護者の就労、職業訓練、就業等により、月６４時間未満を限定として

断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業 

・緊急保育 

    保護者の疾病、災害、事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にや

むを得ない事由により、緊急・一時的に家庭保育が困難となる児童に対す

る保育サービス事業 

・私的理由による保育 

    学校（幼稚園）行事・保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消

する等の私的理由により、一時的に保育が必要となる児童に対する保育サ

ービス事業 

・継続的利用保育 

    保護者の就労、職業訓練、就労等により、月６４時間以上家庭保育が困

難となる児童に対する保育サービス事業 

【保育時間】 平日〈7:30～18:00〉土曜〈7:30～18:00〉  

※土曜日は就労・就学の方のみ＜7:30～12:45＞となっています。 

☆利用の際は、事前に登録が必要です。登録にあたっての面接が必要と

なりますので、保育園にお問い合わせ下さい。 

 

 


